


  

３．職員数及び給与の適正化 

・職員の給与削減については、町村合併時から一貫して取り組んでおり評価で

きるが、民間との給与格差や島内の経済状況を踏まえ、引き続いて職員給与の

適正化に努めるとともに、非正規職員の任用等についても検討すること。 

４．財源の確保について 

・重点取組については、町税の徴収体制の強化に関する取り組みだけでなく、

地域経済を活性化させる施策の推進などで税収増を図る取り組みを追加する

こと。 

 
Ⅱ．その他について 

１．行政と議会との協力による行財政改革の推進について 

・行財政改革をより効果的に推進するため、行政と議会とが今以上に信頼を深

めながら協力して行財政改革に取り組んでいくこと。 

２．議会議員の報酬等について 

・町の財政状況や地域の経済状況を勘案し、町三役、町職員と同様に町議会議

員の報酬についても検討を加え、より一層の人件費抑制に努めること。 

３．実施計画の策定及び予算措置について 

・本大綱の内容を具現化するため、速やかに実施計画を策定するとともに、必

要な予算措置を講ずること。 

 

以上 

 



  

 

 

 

 

隠岐の島町行財政改革推進審議会委員 

 

会 長  佐 々 木 眞 憲 

副会長  角 脇 一 夫 

委 員  赤 沼 親 志 

委 員  池 田 信 幸 

委 員  遠 藤 元 美 

委 員  藤 田 千 鶴 

委 員  松 田 初 枝 

委 員  眞 野 誠 一 郎 

委 員  村 上  勝 

委 員  脇  立 夫 


